
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
十
三
号

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
建
築
基
準
法
に
基
づ

く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
（
第
二
条―

第
十
三
条
）

第
二
章
の
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
（
第
十
三
条
の
二
・
第
十
三
条
の
三
）

第
三
章
　
指
定
確
認
検
査
機
関
（
第
十
四
条―

第
三
十
一
条
の
二
）

第
三
章
の
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
（
第
三
十
一
条
の
三―

第
三
十
一
条
の
十
五
）

第
四
章
　
指
定
認
定
機
関
（
第
三
十
二
条―

第
四
十
六
条
の
二
）

第
五
章
　
承
認
認
定
機
関
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
七
条
）

第
六
章
　
指
定
性
能
評
価
機
関
（
第
五
十
八
条―

第
七
十
一
条
の
二
）

第
七
章
　
承
認
性
能
評
価
機
関
（
第
七
十
二
条―

第
七
十
九
条
）

第
八
章
　
雑
則
（
第
八
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
建
築
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関

（
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
ご
と
の
検
定
用
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

八
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

九
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
　
法
第
七
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
委
員
の
選
任
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
法
第
七
十
七
条
の
三
第
四
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
役
員
の
誓
約
書

十
二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
後
の
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
役
員
と
し
て
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
役
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由
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三
　
選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
略
歴

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
請
書
に
、
当
該
選
任
に
係
る
者
の
就
任
承
諾
書
及
び
法
第
七
十
七
条
の
三
第
四
号
イ
又
は
ロ
の
規
定
に
関
す
る
誓
約
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
委
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
五
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
委
員
の
氏
名

二
　
選
任
又
は
解
任
の
理
由

三
　
選
任
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
略
歴

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
六
条
　
法
第
七
十
七
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
規
程
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
う
事
務
所
及
び
検
定
地
に
関
す
る
事
項

三
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四
　
受
検
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
委
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

六
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
九
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
規
程
を
添
え
、

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
九
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
、
当
該
認
可
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
）

第
九
条
　
法
第
七
十
七
条
の
十
一
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
又
は
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
別

二
　
検
定
年
月
日

三
　
検
定
地

四
　
受
検
者
の
受
検
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
合
否
の
別

五
　
合
格
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算

機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
七
条
の
十
一
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
十
一
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
実
施
結
果
の
報
告
）

第
十
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
又
は
二
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
の
別

2



二
　
検
定
年
月
日

三
　
検
定
地

四
　
受
検
者
数

五
　
合
格
者
数

六
　
合
格
年
月
日

２
　
前
項
の
報
告
書
に
は
、
合
格
者
の
受
検
番
号
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
）

第
十
一
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
の
範
囲

二
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

三
　
休
止
又
は
廃
止
の
理
由

（
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
等
の
引
継
ぎ
）

第
十
二
条
　
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
七
十
七
条
の
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
七
十
七
条
の
十
六
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
示
）

第
十
三
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
七
十
七
条
の
十
四
第
三
項
、
法
第
七
十
七
条
の
十
五
第
三
項
並
び
に
法
第
七
十
七
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

第
二
章
の
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関

（
指
定
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
名
称
及
び
住
所

二
　
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
行
お
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

（
準
用
）

第
十
三
条
の
三
　
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
法
第
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
の
申
請
に
、
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
指
定
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
指
定
確
認
検
査
機
関

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
十
四
条
　
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
一
の
都
道
府
県
の
区

域
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
一
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
確
認
検
査
の
業
務
に
係
る
事
項
と
他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
役
員
又
は
第
十
八
条
に
規
定
す
る
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
（
構
成
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
）
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

八
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書

八
の
二
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
九
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

九
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株

式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

十
　
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
確
認
検
査
の
業
務
の
予
定
件
数
を
記
載
し
た
書
類

十
の
二
　
別
記
第
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
過
去
二
十
事
業
年
度
以
内
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
っ
た
件
数
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
が
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
二
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

3



十
三
　
確
認
検
査
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
申
請
者
の
親
会
社
等
に
つ
い
て
、
前
各
号
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
前
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
申
請
者
」

と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
親
会
社
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

十
五
　
申
請
者
が
確
認
検
査
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償
に
関
し
当
該
申
請
者
が
負
う
べ
き
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
民
事
上
の
責
任
の
履
行
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
金
額
を
担
保
す
る
た
め
の
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容
を
証
す
る
書
類

十
六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
区
分
）

第
十
五
条
　
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
確
認
検
査
の
業
務
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
（
当
該
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建

築
設
備
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
の
二
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
（
法
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
仮
使
用
の
認
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

四
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

四
の
二
　
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

五
　
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

六
　
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

六
の
二
　
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

七
　
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
　
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
二
　
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

九
　
小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
（
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
　
小
荷
物
専
用
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
一
　
小
荷
物
専
用
昇
降
機
（
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
二
　
小
荷
物
専
用
昇
降
機
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
三
　
工
作
物
の
建
築
確
認
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
四
　
工
作
物
の
完
了
検
査
及
び
中
間
検
査
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
四
の
二
　
工
作
物
の
仮
使
用
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
確
認
検
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
十
九
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
確
認
検
査
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
者
と
す
る
。

（
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
数
）

第
十
六
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
お
う
と
す
る
件
数
を
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
、
建
築
設
備
及
び
工
作
物
の
別
並
び
に
（
ろ
）

欄
に
掲
げ
る
建
築
確
認
、
完
了
検
査
、
中
間
検
査
及
び
仮
使
用
認
定
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
数
を
合
計
し
た
も
の
（
一
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ

る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
し
た
数
が
二
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。

（
い
）

（
ろ
）

（
は
）

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定
（
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
係
る
認
定
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
を
有
す
る
建
築
物
に
限
る
。
）

建
築
確
認

二
千
六
百

完
了
検
査

八
百
六
十

中
間
検
査

八
百
六
十

仮
使
用
認
定
八
百
六
十

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建
築
物
（
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
型
式
に
適
合
す
る
建
築
物
の
部
分
を
有
す
る
建
築
物
を

除
く
。
）

建
築
確
認

五
百
九
十

完
了
検
査

七
百
二
十

中
間
検
査

七
百
八
十

仮
使
用
認
定
七
百
二
十
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第
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

建
築
確
認

三
百
六
十

完
了
検
査

五
百
十

中
間
検
査

六
百
八
十

仮
使
用
認
定
五
百
十

第
十
五
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

建
築
確
認

二
百
三
十

完
了
検
査

三
百
二
十

中
間
検
査

四
百
五
十

仮
使
用
認
定
三
百
二
十

第
十
五
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

建
築
確
認

二
百

完
了
検
査

二
百
三
十

中
間
検
査

三
百
四
十

仮
使
用
認
定
二
百
三
十

第
十
五
条
第
九
号
及
び
第
十
号
の
建
築
設
備

建
築
確
認

千
三
百

完
了
検
査

七
百
八
十

中
間
検
査

二
千
二
百

第
十
五
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
小
荷
物
専
用
昇
降
機

建
築
確
認

二
千
六
百

完
了
検
査

千

中
間
検
査

三
千
五
百

第
十
五
条
第
十
三
号
か
ら
第
十
四
号
の
二
ま
で
の
工
作
物

建
築
確
認

千
九
百

完
了
検
査

千

中
間
検
査

三
千
三
百

仮
使
用
認
定
千

（
指
定
確
認
検
査
機
関
の
有
す
る
財
産
の
評
価
額
）

第
十
七
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
そ
の
者
が
確
認
検
査
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償
に
関
し
当
該
そ
の
者
が
負
う
べ
き

国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
責
任
そ
の
他
の
民
事
上
の
責
任
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
認
検
査
に
係
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
法
第
六
条
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八

十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
権
限
を
有
す
る
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
が
置
か
れ
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
（
第
三
十
一
条
に
お

い
て
「
所
轄
特
定
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が
当
該
損
害
の
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お
け
る
求
償
に
応
ず
る
責
任
を
含
む
。
）
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
い
ず
れ
か
高
い
額
と
す
る
。

一
　
三
千
万
円
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

イ
　
第
十
五
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
一
億
円

ロ
　
第
十
五
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
三
億
円

二
　
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
お
う
と
す
る
件
数
と
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
か
ら
起
算
し
て
過
去
二
十
事
業
年
度
以
内
に
お
い
て
行
っ
た
確
認
検
査
の
件
数
の
合
計
数
を
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
建

築
物
、
建
築
設
備
及
び
工
作
物
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
件
数
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額

（
い
）

（
ろ
）

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
二
号
の
二
ま
で
の
建
築
物
、
同
条
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
建
築
設
備
及
び
同
条
第
十
三
号
か
ら
第
十
四
号
の
二
ま
で
の
工
作
物

二
百
円

第
十
五
条
第
三
号
か
ら
第
四
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

六
百
円

第
十
五
条
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

二
千
円

第
十
五
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
の
二
ま
で
の
建
築
物

九
千
円

２
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
三
号
の
財
産
の
評
価
額
（
第
四
項
に
お
い
て
「
財
産
の
評
価
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
そ
の
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
の
れ
ん
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
を
控
除
し
た
額

二
　
そ
の
者
が
確
認
検
査
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償
に
関
し
当
該
そ
の
者
が
負
う
べ
き
前
項
に
規
定
す
る
民
事
上
の
責
任
の
履
行
に
必
要
な
金
額
を
担
保
す
る
た

め
の
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
契
約
の
内
容
を
証
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
保
険
金
額

３
　
前
項
第
一
号
の
資
産
又
は
負
債
の
価
額
は
、
資
産
又
は
負
債
の
評
価
額
が
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
価
額
と
異
な
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
評
価
額
に
よ
っ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
に
増
減
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
増
減
後
の
額
を
財
産
の
評
価
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
構
成
員
の
構
成
）

第
十
八
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
構
成
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
種
類
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
　
社
員
又
は
評
議
員
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二
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
の
持
分
会
社
　
社
員

三
　
会
社
法
第
二
条
第
一
号
の
株
式
会
社
　
株
主

四
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
条
の
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
及
び
企
業
組
合
　
組
合
員

五
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
三
条
の
協
同
組
合
連
合
会
　
直
接
又
は
間
接
に
こ
れ
ら
を
構
成
す
る
者

六
　
そ
の
他
の
法
人
　
当
該
法
人
に
応
じ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
も
の

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
九
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
号
様
式
の
指
定
確
認

検
査
機
関
変
更
届
出
書
を
、
そ
の
指
定
を
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
国
土
交
通
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
二
十
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
に
係
る
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
四
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
業
務
区
域
増
加
認
可
申
請
書
に

第
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
減
少
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
業
務
区
域
減
少
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣

等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
換
え
の
手
続
）

第
二
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
若
し
く
は
地
方
整
備
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
引
き
続
き
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
七
条
の
十

八
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
従
前
の
指
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
国
土
交
通
大
臣
若
し
く
は
地
方
整
備
局
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
整
備
局
長
の
指
定
を
受
け
た
者
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
。

二
　
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
者
が
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
整
備
局
長
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
引
き
続
き
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
従
前
の
指
定
を
し
た
地
方
整
備
局
長
又
は
国
土
交
通
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
者
が
一
の
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域
内
で
あ
っ
て
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
。

二
　
地
方
整
備
局
長
の
指
定
を
受
け
た
者
が
二
以
上
の
地
方
整
備
局
又
は
北
海
道
開
発
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
確
認
検
査
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
と
き
。

３
　
従
前
の
指
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
国
土
交
通
大
臣
若
し
く
は
地
方
整
備
局
長
は
、
前
二
項
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
従
前
の
指
定
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
指
定
の
更
新
）

第
二
十
三
条
　
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
確
認
検
査
機
関
が
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条

及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
確
認
検
査
を
行
お
う
と
す
る
件
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
の
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
行
っ
た
確
認
検
査
の
件
数
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
二
十
四
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
六
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
確
認

検
査
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
検
査
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
五
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
確
認
検
査
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
七
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
確
認
検
査
業
務
規
程
認
可
申
請

書
に
当
該
認
可
に
係
る
確
認
検
査
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
七
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
確
認
検
査
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
八
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
確
認
検
査
業
務
規
程
変
更
認
可
申

請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
認
検
査
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
六
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
七
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
事
務
所
が
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
確
認
検
査
の
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

四
　
確
認
検
査
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
確
認
検
査
に
係
る
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

八
　
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
配
置
に
関
す
る
事
項

九
　
確
認
検
査
を
行
う
際
に
携
帯
す
る
身
分
証
及
び
そ
の
携
帯
に
関
す
る
事
項
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十
　
確
認
検
査
の
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

十
一
　
確
認
検
査
の
業
務
の
公
正
か
つ
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
二
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
備
置
き
及
び
閲
覧
に
関
す
る
事
項

十
三
　
そ
の
他
確
認
検
査
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
掲
示
等
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
七
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
指
定
の
番
号

二
　
指
定
の
有
効
期
間

三
　
機
関
の
名
称

四
　
代
表
者
氏
名

五
　
主
た
る
事
務
所
の
住
所
及
び
電
話
番
号

六
　
取
り
扱
う
建
築
物
等

七
　
実
施
す
る
業
務
の
態
様

２
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
り
指
定
確
認
検
査
機
関
が
行
う
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
は
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
二
十
八
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
事
項

イ
　
建
築
物
　
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
三
号
様
式
の
建
築
計
画
概
要
書
（
第
三
面
を
除
く
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項

ロ
　
建
築
設
備
　
施
行
規
則
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
第
二
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

ハ
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
作
物
　
施
行
規
則
別
記
第
十
号
様
式
（
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
あ
っ
て
は
、
施
行
規
則
別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
）
に
よ
る
申
請
書
の
第
二
面
に

記
載
す
べ
き
事
項

ニ
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
作
物
　
施
行
規
則
別
記
第
十
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
第
二
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

二
　
法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
引
受
け
を
行
っ
た
年
月
日
、
法
第
七
条
の

二
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
第
七
条
の
四
第
二
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
書
面
を
交
付
し
た
年
月
日
並
び
に
仮
使
用
認
定
の
引
受
け
を
行
っ
た
年
月
日

三
　
法
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
法
第
七
条
の
四
第
二
項
の
通
知
を
行
っ
た
年
月
日

四
　
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
七
条
の
四
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
を
行
っ
た
年
月
日

五
　
当
該
建
築
物
等
に
係
る
確
認
検
査
を
実
施
し
た
確
認
検
査
員
又
は
副
確
認
検
査
員
の
氏
名

六
　
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
（
次
号
に
お
い
て
「
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
っ
た
確
認
検
査
の
結
果

七
　
機
関
が
交
付
し
た
確
認
済
証
、
検
査
済
証
、
中
間
検
査
合
格
証
及
び
施
行
規
則
別
記
第
三
十
五
号
の
三
様
式
の
仮
使
用
認
定
通
知
書
の
番
号
並
び
に
こ
れ
ら
を
交
付
し
た
年
月
日

八
　
当
該
建
築
物
等
に
係
る
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
手
数
料
の
額

九
　
法
第
六
条
の
二
第
五
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法
第
七
条
の
二
第
六
項
（
法
第

八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
四
第
六
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第

七
条
の
六
第
三
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
確
認
検
査
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と

き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
図
書
の
保
存
）

第
二
十
九
条
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
の
確
認
検
査
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
一
条
の
三
、
施
行
規
則
第
二
条
の
二
及
び
施
行

規
則
第
三
条
、
施
行
規
則
第
四
条
の
四
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
、
施
行
規
則
第
四
条
の
十
一
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
四
条
の
八
並
び
に
施
行
規
則
第
四
条
の
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
図
書
及
び

書
類
、
施
行
規
則
第
三
条
の
五
第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の
七
第
三
項
第
二
号
、
施
行
規
則
第
四
条
の
十
四
第
三
項
第
二
号
及
び
施
行
規
則
第
四
条
の
十
六
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
、
法
第
六
条
の
三
第
七
項

に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
並
び
に
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
（
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
認
定
書
の
写
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
規
定
す
る
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
。
）
と
す
る
。
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２
　
前
項
の
図
書
及
び
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
確
認
検
査
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き

は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
項
の
図
書
及
び
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
又
は
法
第
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
の
日
か
ら
十
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
閲
覧
等
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
正
味
財
産
増
減
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書

三
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
及
び
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

四
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
そ
の

者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
親
会
社
等
が
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
親
会
社
等
の
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

２
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
第
一
号
及
び
前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
を
、
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
作
成
し
、
遅
滞
な
く
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
備

え
置
く
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
書
類
の
記

載
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
各
号
の
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て

明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
条
各
号
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体

に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
紙
面
又
は
入
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
第
二
項
の
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
、
当
該
書
類
を
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
当
該
確

認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

６
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
の
二
各
号
の
書
類
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
閲
覧
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、

確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
お
け
る
備
付
け
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
公
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
命
令
に
係
る
公
示
の
方
法
）

第
二
十
九
条
の
三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
官
報
で
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲

載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
監
督
命
令
を
し
た
年
月
日

二
　
監
督
命
令
を
受
け
た
指
定
確
認
検
査
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
監
督
命
令
の
内
容

四
　
監
督
命
令
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
特
定
行
政
庁
に
よ
る
報
告
）

第
二
十
九
条
の
四
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
文
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
立
入
検
査
を
行
っ
た
指
定
確
認
検
査
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

二
　
立
入
検
査
を
行
っ
た
年
月
日

三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
事
実
の
概
要
及
び
当
該
事
実
を
証
す
る
資
料

四
　
そ
の
他
特
定
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
こ
と

（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
三
十
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
検
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
様
式
の
指
定
確
認
検
査
機
関
業
務
休
廃
止

届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
業
務
休
廃
止
届
出
書
の
写
し
を
、
そ
の
業
務
区
域
を
所
轄
す
る
特
定
行
政
庁
（
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
し
た

都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
の
公
示
）

第
三
十
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
官
報
で
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲

載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

二
　
処
分
を
受
け
た
指
定
確
認
検
査
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
処
分
の
内
容
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四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
確
認
検
査
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
一
条
　
指
定
確
認
検
査
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
等
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
っ
た
者
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
検
査
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
又
は
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
確
認
検
査
の
業
務
を
、
所
轄
特
定
行
政
庁
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
法
第
七
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
帳
簿
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
、
同
条
第
二
項
の
書
類
を
所
轄
特
定
行
政
庁
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
等
又
は
所
轄
特
定
行
政
庁
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
引
き
継
ご
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
引
継
ぎ
の
方
法
、
時
期
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
所
轄
特
定
行
政
庁
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
確
認
検
査
機
関
）

第
三
十
一
条
の
二
　
指
定
確
認
検
査
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
区
分
（
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
が
確
認
検
査
員
を
選
任
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
区
分
及

び
そ
の
旨
）
、
業
務
区
域
、
確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
確
認
検
査
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

第
三
章
の
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
国
土
交
通
大

臣
に
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
十
号
の
二
様
式
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
に
係
る
事
項
と
他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
役
員
又
は
第
十
八
条
に
規
定
す
る
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
（
構
成
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
）
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

八
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

九
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
三
第
九
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株

式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

十
の
二
　
別
記
第
十
号
の
二
の
二
様
式
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
予
定
件
数
を
記
載
し
た
書
類

十
の
三
　
別
記
第
十
号
の
二
の
三
様
式
に
よ
る
過
去
二
十
事
業
年
度
以
内
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
っ
た
件
数
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
が
構
造
計
算
適
合
判
定
資
格
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
二
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
三
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
申
請
者
の
親
会
社
等
に
つ
い
て
、
前
各
号
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
の
二
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
前
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
書
類
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
中
「
申
請

者
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
者
の
親
会
社
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

十
四
の
二
　
申
請
者
が
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償
に
関
し
当
該
申
請
者
が
負
う
べ
き
第
三
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
民
事
上

の
責
任
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
担
保
す
る
た
め
の
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
の
内
容
を
証
す
る
書
類

十
五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
三
十
一
条
の
三
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
三
第
九
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
数
）

第
三
十
一
条
の
三
の
三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
四
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
は
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
件
数
（
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
お
う
と
す
る
件
数

を
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
別
並
び
に
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
た
件
数
を
い
う
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
値
で
除
し
て
得
た
数
を
合
計
し
た
も
の

（
一
未
満
の
端
数
は
切
り
上
げ
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
計
し
た
数
が
二
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
二
と
す
る
。

（
い
）

（
ろ
）

（
は
）
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特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
構
造

計
算
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物

四
百
八
十

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

建
築
物

三
百
二
十

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物

二
百
七
十

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物

百
九
十

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

九
十

特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
（
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
構
造
計
算
に
よ
っ
て
確
か
め

ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
判
定

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物

二
百
四
十

床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

建
築
物

百
六
十

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物

百
三
十

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
建
築
物

九
十

床
面
積
の
合
計
が
五
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

四
十

２
　
前
項
の
常
勤
換
算
方
法
と
は
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
（
職
員
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
延
べ
時
間
数
の
総
数
を
常
勤
の
構
造
計
算
適
合
性

判
定
員
が
勤
務
す
る
時
間
数
で
除
す
る
こ
と
に
よ
り
常
勤
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
数
に
換
算
す
る
方
法
を
い
う
。

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
有
す
る
財
産
の
評
価
額
）

第
三
十
一
条
の
三
の
四
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
四
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
は
、
そ
の
者
が
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
損
害
の
賠
償

に
関
し
当
該
そ
の
者
が
負
う
べ
き
国
家
賠
償
法
に
よ
る
責
任
そ
の
他
の
民
事
上
の
責
任
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
構
造
計
算
適
合
性
判
定
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定

を
行
う
権
限
を
有
す
る
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
が
当
該
損
害
の
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お
け
る
求
償
に
応
ず
る
責
任
を
含
む
。
）
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
い
ず

れ
か
高
い
額
と
す
る
。

一
　
千
五
百
万
円
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額
と
す
る
。

イ
　
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
お
う
と
す
る
場
合
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
五
千
万
円

ロ
　
床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
お
う
と
す
る
場
合
　
一
億
五
千
万
円

二
　
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
お
う
と
す
る
件
数
と
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
か
ら
起
算
し
て
過
去
二
十
事
業
年
度
以
内
に
お
い
て
行
っ
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
件
数
の
合
計
数
を
、
次
の
表

の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
物
の
別
に
応
じ
て
区
分
し
、
当
該
区
分
し
た
件
数
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額

（
い
）

（
ろ
）

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物

百
円

床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物

三
百
円

床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
建
築
物

千
円

床
面
積
の
合
計
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

四
千
五
百
円

２
　
第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
四
第
三
号
の
財
産
の
評
価
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
確
認
検
査
」
と
あ
る
の
は
、
「
構
造
計
算

適
合
性
判
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
四
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
三
様
式
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関

名
称
等
変
更
届
出
書
を
、
そ
の
指
定
し
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
国
土
交
通
大
臣
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
四
の
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
又
は
減
少
に
係
る
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
三
の
二
様
式
の

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
業
務
区
域
変
更
認
可
申
請
書
に
第
三
十
一
条
の
三
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
号
の
二
、
第
十
号
の
三
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
の
二
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
指
定
の
更
新
）

第
三
十
一
条
の
五
　
第
三
十
一
条
の
三
か
ら
第
三
十
一
条
の
三
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
が
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
一
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
そ
の
事
業
年
度
に
お
い
て
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
お
う
と
す
る
件
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
の
申
請
の
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
い
て
行
っ
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
件
数
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
委
任
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
六
　
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
に
係
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
又
は
住
所
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
三
様
式
の
指

定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
名
称
等
変
更
届
出
書
を
委
任
都
道
府
県
知
事
に
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
三
の
三
様
式
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性

判
定
機
関
事
務
所
所
在
地
変
更
届
出
書
を
関
係
委
任
都
道
府
県
知
事
に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
の
指
定
に
係
る
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第

十
号
の
三
の
三
様
式
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
事
務
所
所
在
地
変
更
届
出
書
を
、
委
任
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
三
十
一
条
の
七
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
四
様
式
の
指
定

構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
選
任
等
届
出
書
の
写
し
を
、
関
係
委
任
都
道
府
県
知
事
（
そ
の

指
定
を
し
た
都
道
府
県
知
事
を
除
く
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
八
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
五
様
式
の
指
定
構

造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
認
可
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
号
の
六
様
式
の
指
定
構
造
計
算

適
合
性
判
定
機
関
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
を
関
係
委
任
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
指
定
を
し
た
都
道
府
県
知

事
を
除
く
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
三
十
一
条
の
九
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
事
務
所
が
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

四
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
に
係
る
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

八
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
配
置
に
関
す
る
事
項

九
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

十
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
公
正
か
つ
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
一
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
備
置
き
及
び
閲
覧
に
関
す
る
事
項

十
二
　
そ
の
他
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
掲
示
等
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
一
条
の
九
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
指
定
の
番
号

二
　
指
定
の
有
効
期
間

三
　
機
関
の
名
称

四
　
代
表
者
氏
名

五
　
主
た
る
事
務
所
の
住
所
及
び
電
話
番
号

六
　
委
任
都
道
府
県
知
事

七
　
取
り
扱
う
建
築
物

２
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
が
行
う
掲
示
及
び
公
衆
の
閲
覧
は
別
記
第
十
号
の
六
の
二
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
公
衆
の
閲
覧
は
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
三
十
一
条
の
十
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
一
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
第
二
面
及
び
第
三
面
並
び
に
別
記
第
四
十
二
号
の
十
二
の
二
様
式
に
よ
る
通
知
書
の
第
二
面
及
び
第
三
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
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二
　
法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
申
請
を
受
理
し
た
年
月
日
及
び
法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第

十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
年
月
日

三
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
実
施
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
員
の
氏
名

四
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
結
果

五
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
結
果
を
記
載
し
た
通
知
書
の
番
号
及
び
こ
れ
を
交
付
し
た
年
月
日

六
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
に
関
す
る
手
数
料
の
額

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表

示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
三
十
一
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
図
書
の
保
存
）

第
三
十
一
条
の
十
一
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
二
項
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
三
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
施
行
規
則
第
三
条
の
七
（
施
行

規
則
第
八
条
の
二
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。

２
　
前
項
の
図
書
及
び
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示

さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
項
の
図
書
及
び
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
六
条
の
三
第
四
項
又
は
法
第
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
書
の
交
付
の
日
か
ら
十
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
閲
覧
等
）

第
三
十
一
条
の
十
一
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
正
味
財
産
増
減
計
算
書
又
は
損
益
計
算
書

三
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
及
び
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

四
　
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
有
す
る
株
式
の
数
又
は
そ
の

者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

五
　
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
親
会
社
等
が
指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
親
会
社
等
の
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
書
類

２
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
第
一
号
及
び
前
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類
を
、
事
業
年
度
ご
と
に
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
作
成
し
、
遅
滞
な
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業

務
を
行
う
事
務
所
ご
と
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

３
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
書
類
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

当
該
書
類
の
記
載
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
各
号
の
書
類
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の

機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
条
各
号
の
書
類
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
又
は
電

磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
紙
面
又
は
入
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
第
二
項
の
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
、
当
該
書
類
を
備
え
置
い
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
当
該
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
備
え
置
く
も
の
と
す
る
。

６
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
五
各
号
の
書
類
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
を
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
閲
覧
に
関
す
る

規
則
を
定
め
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
に
お
け
る
備
付
け
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
公
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
督
命
令
に
係
る
公
示
の
方
法
）

第
三
十
一
条
の
十
一
の
三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
官
報
で
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
監
督
命
令
を
し
た
年
月
日

二
　
監
督
命
令
を
受
け
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
監
督
命
令
の
内
容

四
　
監
督
命
令
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
委
任
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
報
告
）

第
三
十
一
条
の
十
一
の
四
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
文
書
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
立
入
検
査
を
行
っ
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地

二
　
立
入
検
査
を
行
っ
た
年
月
日
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三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
事
実
の
概
要
及
び
当
該
事
実
を
証
す
る
資
料

四
　
そ
の
他
委
任
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
こ
と

（
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
三
十
一
条
の
十
二
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十

号
の
七
様
式
の
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
業
務
休
廃
止
許
可
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
の
公
示
）

第
三
十
一
条
の
十
三
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
官
報
で
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

二
　
処
分
を
受
け
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
処
分
の
内
容

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
一
条
の
十
四
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
等
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
九
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
、
委
任
都
道
府
県
知
事
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
十
四
第
一
項
の
帳
簿
を
国
土
交
通
大
臣
等
に
、
同
条
第
二
項
の
書
類
を
委
任
都
道
府
県
知
事
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
等
又
は
委
任
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２
　
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
引
き
継
ご
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
引
継
ぎ
の
方
法
、
時
期
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
委
任
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
準
用
）

第
三
十
一
条
の
十
五
　
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
　
指
定
認
定
機
関

（
指
定
認
定
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
三
十
二
条
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
認
定
等
の
業
務
に
係
る
事
項
と
他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
役
員
又
は
第
十
八
条
に
規
定
す
る
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
（
構
成
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
）
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

八
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

九
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
五
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株

式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
認
定
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
三
　
認
定
等
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
指
定
認
定
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
三
十
三
条
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
行
お
う
と
す
る
処
分
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
型
式
適
合
認
定
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
　
型
式
部
材
等
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
更
新
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
　
型
式
部
材
等
に
係
る
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
及
び
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
更
新
並
び
に
法
第
六
十
八
条
の

二
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定
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２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
指
定
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
又
は
工
作
物
の
部
分
の
区
分
を
明
ら
か
に
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分

二
　
防
火
設
備

二
の
二
　
換
気
設
備

三
　

し屎
尿
浄
化
槽
又
は
合
併
処
理
浄
化
槽

四
　
非
常
用
の
照
明
装
置

五
　
給
水
タ
ン
ク
又
は
貯
水
タ
ン
ク

六
　
冷
却
塔
設
備

七
　
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
部
分
で
昇
降
路
及
び
機
械
室
以
外
の
も
の

八
　
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

九
　
避
雷
設
備

十
　
乗
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
観
光
の
た
め
の
も
の
（
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
部
分
で
、
昇
降
路
及
び
機
械
室
以
外
の
も
の

十
一
　
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
観
光
の
た
め
の
も
の
（
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
部
分
で
、
ト
ラ
ス
又
は
は
り
を
支
え
る
部
分
以
外
の
も
の

十
二
　
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ュ
ー
ト
、
コ
ー
ス
タ
ー
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
高
架
の
遊
戯
施
設
又
は
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
、
観
覧
車
、
オ
ク
ト
パ
ス
、
飛
行
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
回
転
運
動
を
す
る
遊
戯
施
設
で
原
動
機
を
使

用
す
る
も
の
の
部
分
の
う
ち
、
か
ご
、
車
両
そ
の
他
人
を
乗
せ
る
部
分
及
び
こ
れ
を
支
え
、
又
は

つ吊
る
構
造
上
主
要
な
部
分
並
び
に
非
常
止
め
装
置
の
部
分

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
認
定
等
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
三
十
三
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認
定
等
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
と
す
る
。

（
指
定
認
定
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
三
十
四
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
指
定
認
定
機

関
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
認
定
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
）

第
三
十
五
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
又
は
減
少
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
業
務
区
域
変
更
許
可
申
請
書

に
第
三
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
認
定
機
関
に
係
る
指
定
の
更
新
）

第
三
十
六
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
認
定
機
関
が
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
認
定
等
の
方
法
）

第
三
十
七
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
型
式
適
合
認
定
　
次
に
定
め
る
方
法
に
従
い
、
認
定
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。

イ
　
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
型
式
適
合
認
定
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
も
っ
て
、
当
該
申
請
に
係
る
建
築
物
の
部
分
又
は
工
作
物
の
部
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
各
号
又
は
令

第
百
四
十
四
条
の
二
に
掲
げ
る
一
連
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
審
査
を
行
う
に
際
し
、
書
類
の
記
載
事
項
に
疑
義
が
あ
り
、
提
出
さ
れ
た
書
類
の
み
で
は
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
一
各
号
又
は
令
第
百
四
十
四
条
の
二
に
掲
げ
る
一
連
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
で

き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
追
加
の
書
類
を
求
め
て
審
査
を
行
う
こ
と
。

二
　
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
（
法
第
六
十
八
条
の
十
一
第
一
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
証
及
び
法
第
六
十
八
条
の
十
四
第
一
項
（
法
第
六
十
八
条
の
二
十
二
第
二
項
（
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
法
第
八
十
八
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
証
の
更
新
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
　
次
に
定
め
る
方
法
に
従
い
、
認
定
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
。

イ
　
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
五
に
規
定
す
る
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
も
っ
て
行
う
こ
と
。

ロ
　
審
査
を
行
う
に
際
し
、
書
類
の
記
載
事
項
に
疑
義
が
あ
り
、
提
出
さ
れ
た
書
類
の
み
で
は
法
第
六
十
八
条
の
十
三
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
追
加
の
書
類
を

求
め
て
審
査
を
行
う
こ
と
。

ハ
　
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
請
に
係
る
工
場
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
実
地
に
行
う
こ
と
。

（
認
定
員
の
要
件
）

第
三
十
八
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
型
式
適
合
認
定
を
行
う
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
に
お
い
て
建
築
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
、
衛
生
工
学
そ
の
他
の
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又

は
あ
っ
た
者

ロ
　
建
築
、
機
械
、
電
気
若
し
く
は
衛
生
そ
の
他
の
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
分
野
の
試
験
研
究
機
関
に
お
い
て
試
験
研
究
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
つ
い
て
高
度
の

専
門
的
知
識
を
有
す
る
者

14



ハ
　
一
級
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
に
合
格
し
た
者
で
、
か
つ
、
建
築
物
の
敷
地
、
構
造
及
び
建
築
設
備
の
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
の
観
点
か
ら
す
る
審
査
又
は
検
査
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
業

務
に
関
し
て
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ニ
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

二
　
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
を
行
う
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
　
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ
　
建
築
材
料
又
は
建
築
物
の
部
分
の
製
造
、
検
査
又
は
品
質
管
理
（
工
場
等
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
て
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
認
定
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
三
十
九
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
認
定
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
認
定
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
等
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
四
十
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
五
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
認
定
等
業
務
規
程
認
可
申
請
書
に
当
該
認
可

に
係
る
認
定
等
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
認
定
等
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
当
該

変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
等
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
四
十
一
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
認
定
等
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
事
務
所
が
認
定
等
の
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
認
定
等
の
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

四
　
認
定
等
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
認
定
等
に
係
る
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
認
定
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

八
　
認
定
等
の
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

九
　
認
定
等
の
業
務
の
公
正
か
つ
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
　
そ
の
他
認
定
等
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
指
定
認
定
機
関
に
よ
る
認
定
等
の
報
告
）

第
四
十
二
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
国
土
交
通
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
型
式
適
合
認
定
を
行
っ
た
場
合
　
別
記
第
十
七
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
型
式
適
合
認
定
書
の
写
し
を
添
え
て
行
う
。

二
　
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
証
を
行
っ
た
場
合
　
別
記
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
書
の
写
し
を
添
え
て
行
う
。

三
　
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
証
の
更
新
を
行
っ
た
場
合
　
別
記
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
書
の
写
し
を
添
え
て
行
う
。

（
帳
簿
）

第
四
十
三
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
の
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
認
定
等
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
認
定
等
の
対
象
と
な
る
も
の
の
概
要
と
し
て
次
に
定
め
る
も
の

イ
　
型
式
適
合
認
定
に
あ
っ
て
は
、
認
定
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
部
分
又
は
工
作
物
の
部
分
の
種
類
、
名
称
、
構
造
、
材
料
そ
の
他
の
概
要

ロ
　
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
に
あ
っ
て
は
、
認
証
の
申
請
に
係
る
工
場
等
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
概
要
及
び
製
造
を
す
る
型
式
部
材
等
に
係
る
型
式
適
合
認
定
番
号
そ
の
他
の
概
要

三
　
認
定
等
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

四
　
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
に
あ
っ
て
は
、
実
地
検
査
を
行
っ
た
年
月
日

五
　
型
式
適
合
認
定
に
あ
っ
て
は
審
査
を
行
っ
た
認
定
員
の
氏
名
、
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
に
あ
っ
て
は
実
地
検
査
又
は
審
査
を
行
っ
た
認
定
員
の
氏
名

六
　
審
査
の
結
果
（
認
定
等
を
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
理
由
を
含
む
。
）

七
　
認
定
番
号
又
は
認
証
番
号
及
び
型
式
適
合
認
定
書
又
は
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
書
を
通
知
し
た
年
月
日
（
認
定
等
を
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
通
知
し
た
年
月
日
）

八
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
っ
た
年
月
日

九
　
認
定
等
に
係
る
公
示
の
番
号
及
び
公
示
を
行
っ
た
年
月
日
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２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
認
定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、

当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
図
書
の
保
存
）

第
四
十
四
条
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項
の
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
等
の
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
図
書
と
す
る
。

一
　
型
式
適
合
認
定
　
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
型
式
適
合
認
定
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
並
び
に
型
式
適
合
認
定
書
の
写
し
そ
の
他
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
図
書

二
　
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
　
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
五
に
規
定
す
る
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
並
び
に
型
式
部
材
等
製
造
者
認
証
書
の
写
し
そ
の
他
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
図
書

２
　
前
項
各
号
の
図
書
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
認
定
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
項
各
号
の
図
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
当
該
認
定
又
は
認
証
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
型
式
適
合
認
定
の

業
務
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
（
型
式
適
合
認
定
の
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
完
了
す
る
ま
で
、
型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
の
業
務
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
指
定
認
定
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
四
十
五
条
　
指
定
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
の
指
定
認
定
機
関
業
務
休
廃
止
許
可
申
請

書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
の
公
示
）

第
四
十
五
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
官
報
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

二
　
処
分
を
受
け
た
指
定
認
定
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
処
分
の
内
容

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
認
定
等
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
四
十
六
条
　
指
定
認
定
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
七
十
七
条
の
五
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
認
定
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
認
定
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
七
十
七

条
の
五
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
認
定
等
の
業
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
認
定
等
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
認
定
機
関
）

第
四
十
六
条
の
二
　
指
定
認
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

第
五
章
　
承
認
認
定
機
関

（
承
認
認
定
機
関
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
四
十
七
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
承
認
認
定
機
関
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
そ
の
他
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
十
二
条
第
二
号
に
お
い
て
「
財
産
目
録
等
」
と
い

う
。
）
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
等
と
す
る
。

三
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
第
三
十
二
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
承
認
認
定
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
四
十
八
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
認
定
等
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
承
認
認
定
機
関
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
認
定
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
四
十
九
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
に
係
る
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様

式
の
承
認
認
定
機
関
業
務
区
域
増
加
認
可
申
請
書
に
第
三
十
二
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
並
び
に
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
承
認
認
定
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
の
届
出
）

第
五
十
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
減
少
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
承
認
認
定

機
関
業
務
区
域
減
少
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
五
十
一
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
認
定
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式

の
承
認
認
定
機
関
認
定
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
認
定
等
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
五
十
二
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
業
務
規
程
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
六
号
様
式
の

承
認
認
定
機
関
認
定
等
業
務
規
程
認
可
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
認
定
等
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
承

認
認
定
機
関
認
定
等
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
認
定
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
五
十
三
条
　
承
認
認
定
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
等
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記

第
二
十
八
号
様
式
の
承
認
認
定
機
関
業
務
休
廃
止
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
費
の
額
）

第
五
十
四
条
　
令
第
百
三
十
六
条
の
二
の
十
三
の
旅
費
の
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
旅
費
相
当
額
」
と
い
う
。
）
は
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
旅
費
法
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
こ
と
と
な
る
旅
費
の
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
（
一
）
に
よ
る
職
務
の
級
が
六
級
で
あ
る
者
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
旅
費
の
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
在
勤
官
署
の
所
在
地
）

第
五
十
五
条
　
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
検
査
の
た
め
、
そ
の
地
に
出
張
す
る
職
員
の
旅
費
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
在
勤
官
署
の
所
在
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
一
番
三
号
と
す
る
。

（
旅
費
の
額
の
計
算
に
係
る
細
目
）

第
五
十
六
条
　
旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
支
度
料
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

２
　
検
査
を
実
施
す
る
日
数
は
、
当
該
検
査
に
係
る
事
務
所
ご
と
に
三
日
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

３
　
旅
費
法
第
六
条
第
一
項
の
旅
行
雑
費
は
、
一
万
円
と
し
て
旅
費
相
当
額
を
計
算
す
る
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
が
、
旅
費
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
実
費
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
部
分
又
は
必
要
と
し
な
い
部
分
の
旅
費
を
支
給
し
な
い
と
き
は
、
当
該
部
分
に
相
当
す
る
額
は
、
旅
費
相
当
額
に
算
入
し
な
い
。

（
準
用
）

第
五
十
七
条
　
第
三
十
三
条
の
規
定
は
法
第
七
十
七
条
の
五
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
、
第
三
十
三
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
、
第
三
十
七
条
、

第
三
十
八
条
及
び
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
承
認
認
定
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
　
指
定
性
能
評
価
機
関

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
申
請
）

第
五
十
八
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
二
十
九
号
様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
指
定
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
。

三
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
で
性
能
評
価
の
業
務
に
係
る
事
項
と
他
の
業
務
に
係
る
事
項
と
を
区
分
し
た
も
の

四
　
申
請
に
係
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
役
員
又
は
第
十
八
条
に
規
定
す
る
構
成
員
の
氏
名
及
び
略
歴
（
構
成
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
法
人
の
名
称
）
を
記
載
し
た
書
類

六
　
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

七
　
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

八
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

九
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
五
号
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類

十
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
発
行
済
株
式
総
数
の
百
分
の
五
以
上
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
出
資
を
し
て
い
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
そ
の
有
す
る
株

式
の
数
又
は
そ
の
者
の
な
し
た
出
資
の
価
額
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
審
査
に
用
い
る
試
験
装
置
そ
の
他
の
設
備
の
概
要
及
び
整
備
計
画
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
評
価
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類

十
三
　
現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

十
四
　
性
能
評
価
の
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類
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十
五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
五
十
八
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な

認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
区
分
）

第
五
十
九
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及
び
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
一
部
又
は
防
火

設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
七
十
条
、
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
（
床
、
壁
又
は
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
及

び
第
二
号
ハ
、
令
第
百
九
条
の
八
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
百
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
、
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
、
令

第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
七
号
ハ
、
令
第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
並
び
に
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
ロ
（
４
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
　
法
第
二
条
第
九
号
並
び
に
令
第
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
の
二
　
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
の
三
　
法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
の
四
　
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
全
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
の
五
　
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
法
第
六
十
二
条
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
の
二
　
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
全
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

四
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

五
　
法
第
三
十
一
条
第
二
項
、
令
第
二
十
九
条
、
令
第
三
十
条
第
一
項
及
び
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

六
　
法
第
三
十
七
条
第
二
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

六
の
二
　
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

七
　
令
第
二
十
条
の
二
第
一
号
ニ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
　
令
第
二
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
二
　
令
第
二
十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
の
表
及
び
令
第
二
十
条
の
八
第
二
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
三
　
令
第
二
十
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
四
　
令
第
二
十
条
の
八
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
五
　
令
第
二
十
条
の
八
第
一
項
第
一
号
ハ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

八
の
六
　
令
第
二
十
条
の
九
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

九
　
令
第
二
十
二
条
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
　
令
第
二
十
二
条
の
二
第
二
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
の
二
　
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
一
　
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の
（
八
）
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
二
　
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
二
の
二
　
令
第
六
十
七
条
第
二
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
二
の
三
　
令
第
六
十
八
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
二
の
四
　
令
第
七
十
九
条
第
二
項
及
び
令
第
七
十
九
条
の
三
第
二
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
三
　
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
（
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
四
　
令
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
項
並
び
に
令
第
百
十
二
条
第
三
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
五
　
令
第
百
九
条
の
八
（
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
六
　
令
第
百
十
二
条
第
十
九
項
各
号
及
び
第
二
十
一
項
、
令
第
百
二
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
二
第
三
号
並
び
に
令
第
百
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て

の
指
定

十
七
　
令
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
八
　
令
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
二
号
及
び
令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
十
三
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

十
九
　
令
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
　
令
第
百
二
十
六
条
の
六
第
三
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
一
　
令
第
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
、
令
第
百
二
十
九
条
第
一
項
及
び
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
二
　
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
三
号
た
だ
し
書
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定
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二
十
三
　
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
二
項
第
三
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
四
　
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
六
第
三
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
五
　
令
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
、
令
第
百
二
十
九
条
の
八
第
二
項
、
令
第
百
二
十
九
条
の
十
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
令
第
百
二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評

価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
六
　
令
第
百
二
十
九
条
の
十
五
第
一
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
七
　
令
第
百
三
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
八
　
令
第
百
三
十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

二
十
九
　
令
第
百
三
十
七
条
の
四
第
一
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
　
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
イ
（
２
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
一
　
令
第
百
三
十
七
条
の
十
一
第
一
号
イ
（
２
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
二
　
令
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
三
　
令
第
百
四
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
四
　
令
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
五
　
令
第
百
四
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
六
　
令
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
（
２
）
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
七
　
令
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
第
五
号
の
認
定
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
令
第
百
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
八
　
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
並
び
に
ロ
（
１
）
及
び
（
２
）
並
び
に
同
項
の
表
三
の
各
項
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

三
十
九
　
施
行
規
則
第
八
条
の
三
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
者
と
し
て
の
指
定

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
六
十
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
号
様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
許
可
の
申
請
）

第
六
十
一
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
又
は
減
少
に
係
る
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第

三
十
一
号
様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
業
務
区
域
変
更
許
可
申
請
書
に
第
五
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
指
定
の
更
新
）

第
六
十
二
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
性
能
評
価
機
関
が
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
五
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定

を
準
用
す
る
。

（
性
能
評
価
の
方
法
）

第
六
十
三
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
従
い
、
評
価
員
二
名
以
上
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
す
る
。

一
　
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
二
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
を
も
っ
て
行
う
こ
と
。

二
　
審
査
を
行
う
に
際
し
、
書
類
の
記
載
事
項
に
疑
義
が
あ
り
、
提
出
さ
れ
た
書
類
の
み
で
は
性
能
評
価
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
追
加
の
書
類
を
求
め
て
審
査
を
行
う
こ
と
。

三
　
前
二
号
の
書
類
の
み
で
は
性
能
評
価
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
行
う
場
合
を
除
き
、
申
請
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
当
該
構
造
方
法
、
建
築
材
料
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
次

条
第
二
号
ロ
に
お
い
て
「
構
造
方
法
等
」
と
い
う
。
）
の
実
物
又
は
試
験
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
提
出
を
受
け
、
当
該
性
能
評
価
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
試
験
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
審

査
を
行
う
こ
と
。

四
　
次
に
掲
げ
る
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
認
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
性
能
評
価
を
行
う
こ
と
。

イ
　
法
第
二
条
第
七
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
法
第
二
十
三
条
若
し
く
は
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
特
定
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
令
第
七
十
条
、
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
（
床
又
は
壁
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
百
九
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
ハ
、
令
第
百
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
一
号
、
令
第
百
十
五
条
の
二
第
一

項
第
四
号
若
し
く
は
令
第
百
三
十
七
条
の
二
の
四
第
一
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
構
造
方
法
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
加
熱
炉
を
用
い
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
し
た
加
熱
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
試
験
体
（
自
重
、
積
載
荷
重
又
は
積
雪
荷
重
を
支
え
る
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
試
験
体
の
長
期
に
生
ず
る
力
に
対
す
る
許
容
応
力
度
（
以
下
「
長
期
許
容
応
力
度
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
力
が
生
じ
た
状
態
で
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
試
験
に
係
る
構
造
に
長
期
許
容
応
力
度
に
相
当
す
る
力
が
生
じ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
試
験
体
の
長
期
許
容
応
力
度
に
相
当
す
る
力
が
生
じ
た
状
態
に
お

け
る
性
能
を
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（４）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ロ
　
法
第
二
条
第
九
号
又
は
令
第
一
条
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
建
築
材
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
試
験
方
法

（１）
　
施
行
規
則
別
表
第
二
の
法
第
二
条
第
九
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
（
い
）
欄
に
規
定
す
る
ガ
ス
有
害
性
試
験
不
要
材
料
　
令
第
百
八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る

た
め
の
基
準
と
し
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（ｉ）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
材
料
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
は
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（ｉｉ）
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
用
い
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
し
た
加
熱
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ｉｉｉ）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
発
熱
量
及
び
そ
の
他
の
数
値
に
よ
り
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
施
行
規
則
別
表
第
二
の
法
第
二
条
第
九
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
（
い
）
欄
に
規
定
す
る
ガ
ス
有
害
性
試
験
不
要
材
料
以
外
の
建
築
材
料
　
令
第
百
八
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
の
基
準
と
し
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（ｉ）
　
（
１
）
（
ｉ
）
及
び
（
ｉ
ｉ
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（ｉｉ）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
発
熱
量
、
有
毒
性
に
関
す
る
数
値
及
び
そ
の
他
の
数
値
に
よ
り
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
法
第
六
十
一
条
第
一
項
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
（
防
火
設
備
に
関
す

る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
百
九
条
の
八
（
防
火
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
令
第
百
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
た
だ
し
書
、
令
第
百
十
四
条
第
五
項
、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
七
号
ハ
若
し
く
は

令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
ロ
（
４
）
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
構
造
方
法
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
は
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
加
熱
炉
を
用
い
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
熱
を
適
切
に
再
現
し
た
加
熱
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
法
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
構
造
方
法
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
及
び
市
街
地
に
お
け
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
を
適
切
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
を
用
い
、
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
（
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
の
評
価
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
街
地
に
お
け
る
通
常
の
火
災
に
よ
る
火
の
粉
）
を
適
切
に
再
現
し
た
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
構
造
方
法
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
試
験
開
口
部
を
は
さ
む
二
つ
の
室
を
用
い
、
一
方
の
室
の
音
源
か
ら
令
第
二
十
二
条
の
三
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
振
動
数
の
音
を
発
し
、
も
う
一
方
の
室
で
音
圧
レ
ベ
ル
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
令
第
二
十
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
建
築
材
料
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
温
度
及
び
湿
度
を
調
節
で
き
る
装
置
を
用
い
、
夏
季
に
お
け
る
温
度
及
び
湿
度
を
適
切
に
再
現
し
た
試
験
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
夏
季
に
お
け
る
建
築
材
料
か
ら
の
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
の
発
散
を
適

切
に
再
現
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
温
度
及
び
湿
度
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（３）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
令
第
四
十
六
条
第
四
項
の
表
一
の
（
八
）
項
又
は
施
行
規
則
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
試
験
方
法

（１）
　
実
際
の
も
の
と
同
一
の
構
造
方
法
及
び
寸
法
の
試
験
体
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
際
の
も
の
の
性
能
を
適
切
に
評
価
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
異
な
る
寸
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（２）
　
変
位
及
び
加
力
速
度
を
調
整
で
き
る
装
置
を
用
い
、
繰
り
返
し
せ
ん
断
変
形
を
適
切
に
再
現
し
た
加
力
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
当
該
認
定
に
係
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
変
位
及
び
耐
力
に
よ
り
適
切
に
判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
申
請
者
が
工
場
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
試
験
又
は
工
場
等
に
お
け
る
指
定
建
築
材

料
の
製
造
、
検
査
若
し
く
は
品
質
管
理
を
目
視
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
等
に
よ
り
審
査
を
行
う
こ
と
。

（
評
価
員
の
要
件
）

第
六
十
四
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
前
条
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
審
査
を
行
う
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
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イ
　
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
学
校
に
お
い
て
建
築
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
、
衛
生
工
学
そ
の
他
の
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、

又
は
あ
っ
た
者

ロ
　
建
築
、
機
械
、
電
気
若
し
く
は
衛
生
そ
の
他
の
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
分
野
の
試
験
研
究
機
関
に
お
い
て
試
験
研
究
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
で
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
つ
い
て
高
度

の
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者

ハ
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

二
　
前
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
確
認
を
行
う
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
　
前
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ
　
構
造
方
法
等
の
性
能
に
関
す
る
試
験
の
実
施
、
記
録
、
報
告
等
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
て
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

三
　
前
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
、
検
査
又
は
品
質
管
理
の
確
認
を
行
う
場
合
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
　
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ
　
指
定
建
築
材
料
の
製
造
、
検
査
又
は
品
質
管
理
（
工
場
等
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
部
門
の
責
任
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
て
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

ハ
　
国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
る
者

（
評
価
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
六
十
五
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
評
価
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
二
号

様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
評
価
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
性
能
評
価
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
六
十
六
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
性
能
評
価
業
務

規
程
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
三
号
様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
性
能
評
価
業
務
規
程
認
可
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
性
能
評
価
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
四
号
様

式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
性
能
評
価
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
性
能
評
価
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
六
十
七
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二
　
事
務
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
事
務
所
が
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三
　
性
能
評
価
の
業
務
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

四
　
性
能
評
価
の
業
務
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

五
　
性
能
評
価
に
係
る
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六
　
評
価
員
の
選
任
及
び
解
任
に
関
す
る
事
項

七
　
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

八
　
性
能
評
価
の
業
務
の
実
施
体
制
に
関
す
る
事
項

九
　
性
能
評
価
の
業
務
の
公
正
か
つ
適
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

十
　
そ
の
他
性
能
評
価
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
帳
簿
）

第
六
十
八
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
の
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
性
能
評
価
を
申
請
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
　
性
能
評
価
の
申
請
に
係
る
構
造
方
法
、
建
築
材
料
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
種
類
、
名
称
、
構
造
、
材
料
そ
の
他
の
概
要

三
　
性
能
評
価
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

四
　
第
六
十
三
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
審
査
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
工
場
等
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
概
要
並
び
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
っ
た
年
月
日
及
び
評
価
員
の
氏
名

五
　
審
査
を
行
っ
た
評
価
員
の
氏
名

六
　
性
能
評
価
書
の
交
付
を
行
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
性
能
評
価
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と

き
は
、
当
該
記
録
を
も
っ
て
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
へ
の
記
載
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
七
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
図
書
の
保
存
）

第
六
十
九
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項
の
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
二
十
一
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
図
書
及
び
性
能
評
価
書
の
写
し
そ
の
他
審
査
の
結
果
を
記
載
し
た
図
書
と
す
る
。

２
　
前
項
の
図
書
が
、
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
指
定
性
能
評
価
機
関
に
お
い
て
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
明
確
に
紙
面
に
表
示
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
同
項
の
図
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行
わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
含
む
。
）
は
、
第
七
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
完
了
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
性
能
評
価
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
七
十
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
五
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別

記
第
三
十
五
号
様
式
の
指
定
性
能
評
価
機
関
業
務
休
廃
止
許
可
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
の
公
示
）

第
七
十
条
の
二
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
五
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
官
報
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日

二
　
処
分
を
受
け
た
指
定
性
能
評
価
機
関
の
名
称
及
び
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

三
　
処
分
の
内
容

四
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

（
性
能
評
価
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
七
十
一
条
　
指
定
性
能
評
価
機
関
（
国
土
交
通
大
臣
が
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
五
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
性
能
評
価
機
関
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
指
定
性
能
評
価
機
関
で
あ
っ
た
者
）
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
五
十
二
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
性
能
評
価
の
業
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二
　
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
指
定
性
能
評
価
機
関
）

第
七
十
一
条
の
二
　
指
定
性
能
評
価
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、
業
務
区
域
、
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
性
能
評
価
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

第
七
章
　
承
認
性
能
評
価
機
関

（
承
認
性
能
評
価
機
関
に
係
る
承
認
の
申
請
）

第
七
十
二
条
　
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
三
十
六
号
様
式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録
等
。
た
だ
し
、
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
等
と
す
る
。

三
　
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
）
が
法
第
七
十
七
条
の
三
十
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
し
な
い
旨
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

四
　
第
五
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

（
承
認
性
能
評
価
機
関
に
係
る
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
三
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
七
号
様
式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
変
更
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
性
能
評
価
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
に
係
る
認
可
の
申
請
）

第
七
十
四
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
増
加
に
係
る
認
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
八

号
様
式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
業
務
区
域
増
加
認
可
申
請
書
に
第
五
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
、
第
十
一
号
、
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ

れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
性
能
評
価
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
の
届
出
）

第
七
十
五
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
区
域
の
減
少
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
三
十
九
号
様
式
の
承

認
性
能
評
価
機
関
業
務
区
域
減
少
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
員
の
選
任
及
び
解
任
の
届
出
）

第
七
十
六
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
評
価
員
の
選
任
又
は
解
任
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
四
十
号
様

式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
評
価
員
選
任
等
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
性
能
評
価
業
務
規
程
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
七
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
性
能
評
価
業
務

規
程
」
と
い
う
。
）
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
四
十
一
号
様
式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
性
能
評
価
業
務
規
程
認
可
申
請
書
に
当
該
認
可
に
係
る
性
能
評
価
業
務
規
程
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
五
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
業
務
規
程
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
四
十
二
号
様

式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
性
能
評
価
業
務
規
程
変
更
認
可
申
請
書
に
当
該
変
更
の
明
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
性
能
評
価
機
関
に
係
る
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
七
十
八
条
　
承
認
性
能
評
価
機
関
は
、
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
性
能
評
価
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
第
四
十
三
号
様
式
の
承
認
性
能
評
価
機
関
業
務
休
廃
止
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
七
十
九
条
　
第
五
十
九
条
の
規
定
は
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
に
、
第
五
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
二
条
の
規
定
は
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
、
第
六
十
三
条
、

第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
七
条
か
ら
第
六
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
承
認
性
能
評
価
機
関
に
、
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
七
条
の
四
十
九
第
一
項

の
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
章
　
雑
則

（
権
限
の
委
任
）

第
八
十
条
　
法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
法
第
八
十
七
条
の
四
又
は
法
第

八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
四
章
の
二
第
二
節
並
び
に
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
そ
の
確
認
検
査
の
業
務
を
一
の
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域

内
の
み
に
お
い
て
行
う
指
定
確
認
検
査
機
関
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
地
方
整
備
局
長
に
委
任
す
る
。

２
　
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
法
第
四
章
の
二
第
三
節
並
び
に
第
三
十
一
条
の
十
四
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
そ
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
一
の
地
方
整
備
局
の
管
轄
区
域
内
の
み
に
お
い
て
行
う

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
関
す
る
も
の
は
、
当
該
地
方
整
備
局
長
に
委
任
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
建
設
省
令
第
一
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
三
一
日
建
設
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
一
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
景
観
法
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
の
相

当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
九
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
石
綿
に
よ
る
健
康
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
大
気
汚
染
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
助
教
授
の
在
職
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
け
る
助
教
授
と
し
て
の
在
職
は
、
准
教
授
と
し
て
の
在
職
と
み
な
す
。

一
か
ら
十
一
ま
で
　
略

十
二
　
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
三
十
八
条
及
び
第
六
十
四
条

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
基
準
法
第
六
条
の
二
第
一
項
（
旧
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
（
旧
基
準
法
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
が
新
基
準
法
第
七
十
七
条

の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関

等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
新
機
関
省
令
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
数
及
び
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
新
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
数
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
関
省
令
」
と
い
う

。
）
第
十
六
条
の
例
に
よ
る
。

二
　
新
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
額
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
の
者
が
確
認
検
査
の
業
務
を
実
施
す
る
に
当
た
り
第
三
者
に
損
害
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

損
害
の
賠
償
に
関
し
当
該
そ
の
者
が
負
う
べ
き
国
家
賠
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
よ
る
責
任
そ
の
他
の
民
事
上
の
責
任
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
確
認
検
査
に
係
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
新
基

準
法
第
六
条
第
一
項
（
新
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
権
限
を
有
す
る
建
築
主
事
が
置
か
れ
た

市
町
村
又
は
都
道
府
県
が
当
該
損
害
の
賠
償
の
責
め
に
任
ず
る
場
合
に
お
け
る
求
償
に
応
ず
る
責
任
を
含
む
。
）
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
額
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額
と
す
る
。

イ
　
新
機
関
省
令
第
十
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
三
千
万
円
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ロ
　
新
機
関
省
令
第
十
五
条
第
五
号
又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
（
ハ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
五
千
万
円

ハ
　
新
機
関
省
令
第
十
五
条
第
七
号
又
は
第
八
号
の
い
ず
れ
か
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
一
億
円

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
基
準
法
第
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
関
す
る
新
機
関
省
令
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
か
ら
起
算
し
て
過
去
二
十
事
業
年
度
以
内
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
」
と
す
る
。

３
　
施
行
日
前
五
年
以
内
に
旧
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六
条
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
基
準
法
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
（
計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
に
係
る
旧
機
関
省
令
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
類
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
が
行

わ
れ
た
同
項
の
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
含
む
。
）
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
同
条
第
三
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
存
し
て
い
る
も
の
は
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
の
日
か
ら
十
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
旧
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ

る
区
分
に
従
い
新
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
新
施
行
規
則
第
二
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
三
条
の
四
、
第
三
条
の
五
及
び
第
八
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
並
び
に
新
施
行
規
則
別
記
第
五
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式
及
び
第
四
十
二
号
の
三
様
式
並

び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
十
及
び
第
三
十
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
改
正
法
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
又
は
新
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
建
築
物

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
又
は
旧
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
旧
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
新
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
新
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

４
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
性
能
評
価
機
関
又
は
同
法
第
七
十
七
条
の
五
十
七
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
性
能
評
価
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
性
能
評
価
の
申
請
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
。
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
号

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等

に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

２
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
新
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第

一
号
及
び
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
一
二
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
九
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
六
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
四

号
又
は
第
十
四
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
日
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適

合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
機
関
省
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
四
号
又
は
第
十
四
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
新
機
関
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号

及
び
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
一
三
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
十
三
号
又
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法

第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
十
三
号
又
は
第

十
七
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
一
四
日
国
土
交
通
省
令
第
九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
の
四
、
第
二
号
の
五
又
は
第
三
号
の
二
に
掲

げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
建
築
基
準
適
合
判
定
資
格
者
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令

第
五
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
の
四
、
第
二
号
の
五
又
は
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
同
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
一
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
、
第
二
条
又
は
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
二
号
イ
の
改
正
規
定
（
「
第
百

三
十
七
条
の
十
第
四
号
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
ロ
（
４
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
五
号
の
表
の
（
二
）
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
別
表
第
二
の
主
要
構
造
部
の
全
部
に
関

す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
主
要
構
造
部
の
一
部
に
関
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の

項
の
改
正
規
定
（
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一
条
第
二

項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
主
要
構
造
部
の
全
部
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
主
要
構
造

部
の
一
部
に
関
す
る
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
主
要
構
造
部
」
を
「
特
定
主
要
構
造
部
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
法
第
六
十
一

条
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
防
火
設
備
に
関
す
る
法
第
六
十
一
条
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
六
十
一
条
」
を
「
第

六
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
令
第
七
十
九
条
の
三
第
二
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
次
に
床
、
壁
又
は
防
火
設
備
で
区
画
さ
れ
た
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
の
認
定
に
係
る

評
価
の
項
及
び
床
、
壁
又
は
防
火
設
備
に
関
す
る
令
第
百
八
条
の
三
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
の
令
第
百
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
百
八
条
の
三
第

一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
令
第
百
八
条
の
三
第
四
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
百
八
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
百
八
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
令
第
百
九
条
の
三
第
二
号
ハ
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
次
に
建
築
物
の
部
分
に
関
す
る
令
第
百
九
条
の
八
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
及
び
防
火
設
備
に
関
す
る
令
第
百
九
条
の
八
の
認
定
に
係
る
評
価
の

項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
の
令
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
百
二
十
八
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
表
の
令
第
百
二
十
九

条
の
十
五
第
一
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
次
に
令
第
百
三
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
か
ら
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
イ
（
２
）
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
ま
で
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
表
の
令
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
百
三
十
七
条
の
十
第
四
号
」
を
「
第
百
三
十
七
条
の
十
第
一
号
ロ
（
４
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
の
次
に
令
第
百
三
十
七
条
の
十
一

第
一
号
イ
（
２
）
の
認
定
に
係
る
評
価
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
表
の
備
考
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記

第
一
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

別記 

第一号様式(第十四条関係)(A4) 

 

 

指定確認検査機関指定申請書 

 

年  月  日   

 

  国土交通大臣 

  地方整備局長  殿 

      知事 

 

 

 申 請 者 の 住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

申請者の氏名又は名称 

 

  建築基準法第6条の2第1項又は第7条の2第1項の指定を受けたいので、同法第77条の18

第2項の規定により、申請します。 

 

 1 指定を受けようとする業務区域 

 

 

 2 指定を受けようとする区分(確認検査員を選任しない場合は、指定を受けようとする

区分及びその旨) 

 

 

 3 確認検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 

 

 

 4 確認検査の業務を開始しようとする年月日 

 

 

 

 備考 1 申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載すること。 

    2 第14条各号に掲げる書類を添付すること。 
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第
二
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

29
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第
二
号
の
二
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

31
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第
三
号
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

33



第
四
号
様
式
（
第
十
九
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

34



第
五
号
様
式
（
第
二
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

35



第
六
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

第六号様式(第二十四条関係)(A4) 

 

 

指定確認検査機関確認検査員選任等届出書 

 

年  月  日   

  国土交通大臣 

  地方整備局長  殿 

      知事 

 

 

 届 出 者 の 住 所 又 は

主たる事務所の所在地 

届出者の氏名又は名称 

 

 

  確認検査員又は副確認検査員の選任(解任)をしたので、建築基準法第77条の24第3項の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 

 1 選任(解任)した確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴 

 

 

 2 選任(解任)の理由 

 

 

 

 備考 1 届出者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載すること。 

    2 解任の場合は、略歴の記載は不要。 
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第
七
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

37



第
八
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

38



第
九
号
様
式
（
第
二
十
七
条
関
係
）

第九号様式(第二十七条関係) 

指 定 確 認 検 査 機 関 票 

 この標識は、指定確認検査機関としての指定の主要な内容と、業務の内容を表示して

います。 

指 定 の 番 号 

国土交通大臣 

地方整備局長( )第  号 

    知事 

指 定 の 有 効 期 間   年  月  日から  年  月  日まで 

機 関 の 名 称  

主たる事務所の住所 電話番号  (  )    

代 表 者 氏 名  

業 務 区 域  

指 定 区 分  

取り扱う建築物等  

実施する業務の態様  

 

備考 1 「指定区分」の欄には、指定確認検査機関が法第77条の24第1項の確認検査員を

選任しない場合は、指定区分及びその旨を記載すること。 

   2 「取り扱う建築物等」の欄には、当該指定確認検査機関が、指定区分のうち、確

認検査の業務の範囲として確認検査の業務の対象とする建築物等として確認検査

業務規程において定めるものを記載すること。 

   3 「実施する業務の態様」の欄には、建築確認又は完了検査若しくは中間検査の別

を記載すること。 

   4 標識を事務所において公衆に見やすいように掲示する場合における当該標識の大

きさは、縦45cm以上、横35cm以上とすること。 
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第
十
号
様
式
（
第
三
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

40



第
十
号
の
二
様
式
（
第
三
十
一
条
の
三
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

41



第
十
号
の
二
の
二
様
式
（
第
三
十
一
条
の
三
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

42



第
十
号
の
二
の
三
様
式
（
第
三
十
一
条
の
三
関
係
）
（
Ａ
４
）

43



     

44



第
十
号
の
三
様
式
（
第
三
十
一
条
の
四
、
第
三
十
一
条
の
六
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

45



第
十
号
の
三
の
二
様
式
（
第
三
十
一
条
の
四
の
二
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

46



第
十
号
の
三
の
三
様
式
（
第
三
十
一
条
の
六
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

47



第
十
号
の
四
様
式
（
第
三
十
一
条
の
七
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

48



第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
十
一
条
の
八
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

49



第
十
号
の
六
様
式
（
第
三
十
一
条
の
八
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

50



第
十
号
の
六
の
二
様
式
（
第
三
十
一
条
の
九
の
二
関
係
）

 

51



第
十
号
の
七
様
式
（
第
三
十
一
条
の
十
二
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

52



第
十
一
号
様
式
（
第
三
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

53



第
十
二
号
様
式
（
第
三
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

54



第
十
三
号
様
式
（
第
三
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

55



第
十
四
号
様
式
（
第
三
十
九
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

56



第
十
五
号
様
式
（
第
四
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

57



第
十
六
号
様
式
（
第
四
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

58



第
十
七
号
様
式
（
第
四
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

59



第
十
八
号
様
式
（
第
四
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

60



第
十
九
号
様
式
（
第
四
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

61



第
二
十
号
様
式
（
第
四
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

62



第
二
十
一
号
様
式
（
第
四
十
七
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

63



第
二
十
二
号
様
式
（
第
四
十
八
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

64



第
二
十
三
号
様
式
（
第
四
十
九
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

65



第
二
十
四
号
様
式
（
第
五
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

66



第
二
十
五
号
様
式
（
第
五
十
一
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

67



第
二
十
六
号
様
式
（
第
五
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

68



第
二
十
七
号
様
式
（
第
五
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

69



第
二
十
八
号
様
式
（
第
五
十
三
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

70



第
二
十
九
号
様
式
（
第
五
十
八
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

71



第
三
十
号
様
式
（
第
六
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

72



第
三
十
一
号
様
式
（
第
六
十
一
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

73



第
三
十
二
号
様
式
（
第
六
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

74



第
三
十
三
号
様
式
（
第
六
十
六
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

75



第
三
十
四
号
様
式
（
第
六
十
六
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

76



第
三
十
五
号
様
式
（
第
七
十
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

77



第
三
十
六
号
様
式
（
第
七
十
二
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

78



第
三
十
七
号
様
式
（
第
七
十
三
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

79



第
三
十
八
号
様
式
（
第
七
十
四
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

80



第
三
十
九
号
様
式
（
第
七
十
五
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

81



第
四
十
号
様
式
（
第
七
十
六
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

82



第
四
十
一
号
様
式
（
第
七
十
七
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

83



第
四
十
二
号
様
式
（
第
七
十
七
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

84



第
四
十
三
号
様
式
（
第
七
十
八
条
関
係
）
（
Ａ
４
）

 

85


